
教育課程連携協議会に関する事項（令和６年度履行状況報告書より抜粋）

① 体制
 ａ 委員会の設置状況
   ・教育課程連携協議会設置済。
   ・5⽉1⽇現在の委員名簿別添。
 ｂ 委員会の開催状況（回数や開催⽇など）
   ・年1回開催(12⽉下旬予定)の予定であったが、令和3年度はコロナ禍のため延期。令和4年度は11⽉24⽇に開催,
    令和5年度は令和6年3⽉28⽇に開催。
 ｃ 委員会の審議事項等
   ・授業科⽬の内容、時間数、産業界及び地域社会との連携による授業科⽬の開発・開設、産業界及び
    地域社会との連携による教育課程の編成、授業の実施・評価、その他学修に必要な事項に対する⽀援
 ｄ その他
   ・特になし
② 審議状況
 ａ 審議した内容
   構成員の紹介、教育内容の報告(①在籍者数報告、②教育成果・状況報告、③臨床実習報告、
   ④2024年度⼊試報告と2024年度⼊学予定者数、⑤2024年度教育⽅針と計画）、意⾒交換
 b 教育課程連携協議会が審議した内容を踏まえた⼤学での教育課程への⾒直し状況
   主に構成員の紹介や教育内容の報告、説明に終始した。
 c 教育課程連携協議会が審議した内容を踏まえた⼤学での教育課程への反映状況
   主に構成員の紹介や教育内容の報告、説明に終始したため、⼤学での教育課程への反映は次回以降となる。
   各構成員には1〜3年次までの教育成果・状況報告で⼤学の状況を理解してもらったので次回からは教育課程の話に
   進みやすくなった。なお、意⾒交換として、⼊学者の確保に対する意⾒が出され、話し合われた。


